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　特別支援教育は、一人ひとりのこどもたちが持つ可能性を最大限に引き出し、将来の自立と社会参加を目指す教育のあり方です。全て

のこどもたちが公平に、個性や能力を伸ばしていける環境を整備することは、教育行政が担う重要な使命といえます。特に、障害や発達

上の特性を抱えるこどもたちに寄り添い、適切な支援を提供することは、現代社会における教育の不可欠な責任です。

　近年、学校や地域における特別支援教育およびインクルーシブ教育は着実に進展しており、教育現場では、専門知識を持つ教職員の配

置や多様なニーズに応える体制が整備され、多くの取り組みを行っています。

　しかしながら、社会情勢の変化やこどもたちを取り巻く環境の複雑化を背景に、保育所や幼稚園、小・中学校、高等学校との連携強化

や、より柔軟かつ実効性のある支援体制の構築が求められています。

　本計画は、令和７年度をもって「青梅市特別支援教育実施計画第六次計画」の計画期間が終了することを受け、令和８年度から令和

１０年度（2026〜2028）までの本市の特別支援教育に関する方向性および具体的な施策を示すものです。

　この計画では、誰もが必要な支援を受けることができる環境を整備し、特別支援教育およびインクルーシブ教育の理念を具現化するこ

とを目指しています。

　さらに、教職員の育成、学びの場の創造、保護者や地域との連携強化といった多面的なアプローチで、より質の高い教育の実現に取り

組んでまいります。

　特別支援教育の充実は、社会全体の包容力を高めるとともに、全ての人がともに交流し支え合う共生社会の実現につながるものです。

本計画の着実な実行を通じて、児童・生徒一人ひとりの笑顔と可能性を広げるため、日々の取り組みを進めてまいります。

　最後に、この計画の策定に当たり青梅市特別支援教育推進協議会の委員の皆様をはじめ、温かい御指導、御助言をいただきました全て

の皆様に厚くお礼申し上げます。

はじ めに

青梅市教育委員会 教育長 橋本 雅幸令和8年3月
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計画の概要
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　平成１９年４月の学校教育法の一部改正により、従来の「特殊教育」から「特別支援教育 」への転換が図られて以降、障害者基本

法の改正、障害者差別解消法の成立、障害者権利条約の発効、発達障害者支援法の改正、教育振興基本計画の閣議決定など、社会状況

が大きく変化してきました。東京都においても、「東京都特別支援教育推進計画」の策定により、特別支援教育の推進に関する展望が

明らかにされ、各実施計画により具体的取組の内容や実施時期が示されています。現在は、令和７年度からの「東京都特別支援教育推

進計画（第二期）、第三次実施計画」により、特別支援教育の充実を図るとしています。　　

*1

　青梅市では、このような国、都の動向を踏まえ、発達障害を含め障がいのある児童･生徒一人ひとりの教育ニーズに応じて、必要な

教育的支援を行うために、「青梅市特別支援教育基本計画」を策定し、特別支援教育の展開に向けた基本的な方向を示しました。その

後、各実施計画により具体的施策を展開し、特別支援教育・インクルーシブ教育 を推進してきました。*2

　第六次計画が、令和７年度をもって計画期間が終了を迎えることから、これまでの計画の基本的な考え方を踏襲しつつ、この間の社

会状況の変化や新たな課題に適切に対応し、本市の特別支援教育・インクルーシブ教育をさらに推進していくため、「青梅市特別支援

教育実施計画第七次計画」を策定しました。

Ⅰ　計画の概要

１　計画策定の目的
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２　基本理念および指針
　「青梅市特別支援教育基本計画」に示されている基本理念および指針を踏まえ、本計画の基本理念および指針を以下のとおり掲げ、

これにもとづき、具体的な施策を実施していきます。

Ⅰ　計画の概要

　発達障害 を含め障がいのある児童・生徒一人ひとりの能力を伸長するため、学校・家庭・地域および関係機関との密接な連

携のもとに、乳幼児期から学校卒業後までのライフステージを見通した特別支援教育の展開を目指し、社会的自立を図ることの

できる力や地域の一員として生きていける力を培い、共生社会の実現に寄与します。

*3

 (1) 基本理念

 (2) ５つの指針

 指針１  指針２  指針３  指針４  指針５

発達障害を含め障が

いのある児童・生徒

の個に応じた指導を

充実していきます。

学校・家庭・地域お

よび関係機関との連

携などによる特別支

援教育の体制を整備

していきます。

特別支援教育に関する

教員・支援員等の専門

性の向上を図り、学校

における指導力を高め

ていきます。

児童・生徒の多様な教

育ニーズに対応するた

め、教育環境の整備を

進めていきます。

特別支援教育に対する

理解を全ての市民に広

げていきます。
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　本計画の計画期間は、令和８年度から令和１０年度（2026〜2028）の３年間とします。

　ただし、国や東京都の動向および青梅市における特別支援教育の進捗状況や児童・生徒の状況などに応じて、計画期間の見直しを行

う場合があります。

Ⅰ　計画の概要

３　計画期間
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青梅市の義務教育段階に

おける特別支援教育の現状
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　青梅市では、特別な支援が必要な児童・生徒の増加傾向が続くなか、令和４年度に策定した「青梅市特別支援教育実施計画第六次計

画」にもとづき、特別支援教育にかかる各種施策を展開してきました。

　「指針１　発達障害を含め障がいのある児童・生徒の個に応じた指導を充実していきます」に関しては、人手不足や発達検査に時間

がかかるなどの課題があったものの、就学支援シートの利用促進や介護員等の配置拡充および待遇改善を図りました。

　「指針２　学校・家庭・地域および関係機関との連携などによる特別支援教育の体制を整備していきます」に関しては、関係機関と

のさらなる連携が求められていることから、巡回・訪問相談の継続、就学相談体制等の強化を図り、体制の充実を図りました。

　「指針３　特別支援教育に関する教員・支援員等の専門性の向上を図り、学校における指導力を高めていきます」に関しては、特別

支援教育コーディネーターの負担軽減が課題として残っているものの、校内委員会のさらなる充実を図るとともに特別支援教育に関す

る各種研修を充実させ、教職員等の専門性向上を図りました。

　「指針４　児童・生徒の多様な教育ニーズに対応するため、教育環境の整備を進めていきます」に関しては、児童・生徒総数が減少

している一方、特別な支援が必要な児童・生徒数は増加傾向にある状況や、将来的な学校再編に伴う影響も考慮する必要がある中、各

学校の状況に応じた増級、移転およびＩＣＴ化により教育環境の整備を図りました。

　「指針５　特別支援教育に対する理解を全ての市民に広げていきます」に関しては、リーフレットの配布、理解研修の実施および就

学相談時の丁寧な説明を行ったことも、特別な支援が必要な児童・生徒の増加傾向の要因の一つとなっていると考えられ、市民の理解

は進んできたと捉えています。また、多種多様な障害に対応するため、先進地への視察を行い、より良い方策を研究しながら、特別支

援教育およびインクルーシブ教育の推進に取り組みました。

　今後、取り組むべき課題はあるものの、以上のことおよび特別支援学級のこども達から「学校は楽しい」との意見があったことか

ら、第六次計画の具体的施策は、順調に進められたと考えています。

Ⅱ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育の現状

１　第六次計画の取り組み状況
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　令和７年度現在、青梅市立小・中学校に、知的障害固定学

級、自閉症・情緒障害固定学級、言語障害・難聴通級指導学

級、特別支援教室を設置しています。

Ⅱ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育の現状

２　特別支援学級等の設置状況

※特別支援教室には学級数の考え方はありません。
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　東京都全体との比較では、青梅市の全児童・生徒に占める特別支援学級等在籍児童・生徒の割合の推移は、同様の傾向にあるも

のの、その割合は、小・中学校ともに都全体より高い状況にあります。

　これは、特別支援学級等在籍児童・生徒が、本市、都全体ともに増加していますが、本市では総児童・生徒数が減少しているの

に対し、都全体では増加していることから、差が大きくなっています。

※各グラフは東京都のデータをもとに作成しています。

Ⅱ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育の現状

３　全児童・生徒に占める特別支援学級等在籍児童・生徒の割合

 (1) 小学校  (2) 中学校
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　知的障害固定学級は、小学校３校、中学校２校に設置してい

ます。在籍児童・生徒数は、近年ではほぼ横ばいの状況でした

が、令和７年度は増加となっています。

Ⅱ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育の現状

４　特別支援学級等在籍児童・生徒数の推移

(1) 知的障害固定学級 (2) 自閉症・情緒障害固定学級

　自閉症・情緒障害固定学級は、小学校、中学校とも３校に設

置しています。在籍児童・生徒数は、小学校、中学校とも増加

傾向にあります。
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　言語障害・難聴通級指導学級は、河辺小学校のみに設置して

います。利用児童数は、難聴学級は横ばい、言語障害学級は、

令和６年度に減少しましたが、全体的に横ばいとなっていま

す。

Ⅱ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育の現状

(3) 言語障害・難聴通級指導学級 (4) 特別支援教室

　特別支援教室は、従来の通級指導体制とは異なり、在籍校で

特別な指導を受けることができるよう全校に設置し、多くの児

童・生徒が利用しています。利用者数は、小学校は近年微増、

中学校は増加しています。

（各表の人数は各年５月１日付です）

16



青梅市の義務教育段階における

特別支援教育推進に向けた

具体的施策
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

指針１　発達障害を含め障害のある児童・生徒の個に応じた指導を

　　　　充実していきます。

(1) 就学支援シートの有効活用

　家庭や幼稚園・保育所等での生活の様子や今まで大切に

してきたこと、配慮してきたことを就学予定の小学校に引

き継ぐために、就学支援シートを作成しています。

　平成１９年度から導入した就学支援シート は、近年、

児童数の減少に伴い提出数は減少している一方、提出率は

就学児童数全体の２６～３０％で推移しており、多摩地区

各市の提出率が１０％から２０％程度が多い中、青梅市の

特別な支援が必要な児童の保護者や就学前機関における認

知度は高まっていると考えられます。今後も、切れ目ない

支援に繋げるため、保護者、就学前機関、教育相談所およ

びこども家庭センターに向けて「就学支援シート」の重要

性および有用性を周知し、有効な活用を推進します。

*4

【市立小学校に入学した新１年生の就学支援シート利用状況】
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

(2) 連携型個別指導計画の作成と活用

　児童・生徒一人ひとりの障害の特性や教育ニーズに応じ

てきめ細かな支援を行うため、保護者の理解と協力を得な

がら、教育課程や指導計画、学校生活支援シート 等を踏

まえた個別指導計画を作成し、個に応じた指導の充実を図

ります。

*5

　また、特別支援教室の巡回指導教員と在籍学級担任が連

携し、指導目標や内容を共有した連携型個別指導計画 を

作成し、双方が緊密に協力を図ります。

*6

　さらに、作成方法等に関する研修会を継続的に実施する

とともに、特別支援教育コーディネーター連絡協議会にお

いて、実践例を共有し、各校での活用を促進していきま

す。

(3) 特別支援学級介護員、学校教育活動支援員

　　およびスクールカウンセラー等の配置の拡充

　特別支援学級や通常学級において、児童・生徒一人ひと

りの障害の特性や教育ニーズに応じた支援を行うため、特

別支援学級介護員 、学校教育活動支援員 を配置してい

ます。

*7 *8

　近年、特別な支援が必要な児童・生徒が増加傾向にあ

り、特別支援学級介護員および学校教育活動支援員の配置

の重要性が高まっています。東京都の支援員配置補助事業

を活用し充実を図るとともに、待遇改善を行い、配置回数

や配置時間の見直しに取り組んでいきます。

　また、発達障害や不登校傾向の児童・生徒への支援を担

当するスクールカウンセラーについても、都へ配置拡充を

働きかけていきます。
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする

児童生徒に関する調査結果(令和４年)について

　文部科学省では、通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査を平

成２４年に実施後１０年が経過しました。この間、発達障害を含め障がいのある児童生徒をめぐる様々な状況の変化があった

こと等を踏まえ、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態と支援の状況を明らかにし、今後の施

策の在り方等の検討の基礎資料とするため、令和４年に本調査を実施しました。

　前回の平成２４年調査の小・中学校６．５％から２．３ポイント増加し、小・中学校の３５人学級で３人程度は特別な教育

的支援が必要であることが明らかとなりました。

※本調査は、平成１４年調査、平成２４年調査と対象地域や一部質問項目等が異なるため、単純比較することはできないこ　

　とに留意。

【表　調査結果の推移（小学校・中学校）】
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

(4) 知能検査・発達検査の有効活用

　知能検査・発達検査は、就学等の判定、指導目標・指導

計画の作成等に活用されており、就学支援シートや行動観

察等による実態把握と併せて、適切な学習指導・生活指導

に結び付ける必要があるので、引き続き有効な活用を図り

ます。

　また、東京都の支援事業により知能検査・発達検査の実

施体制の充実を図ったところですが、検査の実施機関が少

ないため、判定に時間を要する状況が続いています。この

課題の解決に向け、知能検査・発達検査の実施機関の設置

を都に働きかけていきます。
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

指針２　学校・家庭・地域および関係機関との連携などに

　　　　よる特別支援教育の体制を整備していきます。

(1) 巡回・訪問相談の実施

　青梅市では、特別な支援が必要な児童・生徒について、

小･中学校の希望により大学教授等の学識経験者、特別支

援学校教員、公認心理師、臨床心理士等の専門家を派遣

し、行動観察や指導方法に関する助言等を行う巡回・訪問

相談を実施しています。

　また、幼稚園・保育所等に対しては、幼稚園・保育所等

担当課において巡回・訪問相談を実施しています。

　今後も、乳幼児期から学齢期にかけて切れ目のない支援

を行うため、巡回・訪問相談資料を共有するなど巡回・訪

問相談担当部署や関係機関の連携を強化し、事業を継続し

ていきます。

(2) 幼稚園・保育所等との連携による

　　就学移行支援体制の充実

　特別支援教育においては、早期発見と早期支援の視点か

ら、適切な就学と継続的な支援の充実が重要です。幼稚

園・保育所等で特別な支援を必要とする幼児に携わる職員

に対しては、その支援の有用性や重要性を理解いただくと

ともに、専門性を高める研修を充実させ、幼児期から適切

な対応を図るとともに、就学相談に関する資料や就学支援　　

シートの作成等を通じて小学校へ支援が引き継がれるよう

な体制づくりを推進します。

　また、幼稚園・保育所等と小学校が連携を強化するた

め、巡回・訪問相談の情報を共有するなど、就学前情報を

効果的に活用できる仕組みを整え、充実を目指します。
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

(3) 就学相談体制の充実

　近年、特別支援学級等への就学・転学に関わる就学相談

件数は増加傾向にあります。保護者が安心して相談できる

環境を整えるため、関係機関と連携し、就学相談 の概要

や手続きの周知など、就学相談に関するガイダンスを実施

していきます。

*9

　また、就学相談は、就学先決定時に留まらず、就学後の

児童・生徒の適応状況等に応じた、支援についての相談や

助言を継続的に行うことが重要です。就学相談の制度を広

く周知するとともに、各学校の校内委員会と協力し、相談

を受けた児童・生徒のフォローアップを行い、必要な支援

を提供します。

【相談件数の推移】
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

(4) 特別支援学校との連携による

    支援体制の構築

　特別な支援を必要とする児童・生徒が切れ目ない支援を

受けることができるよう、学校間の接続を意識した教育課

程の編成や指導方法の工夫を促進し、連携強化を図りま

す。都立高校における通級指導の実施や東京都による保護

者向け情報提供の呼び掛けを受け、発達障害のある生徒に

関する資料や情報の円滑な引継ぎの必要性がますます高ま

っています。これらを踏まえ、関係機関と協力し、引継ぎ

体制および学校間の連携による進路指導のさらなる充実を

図ります。

(5) 学校間の連携による中学校・高等学校への

　　移行支援、進路指導の充実

　青梅市のエリア・ネットワーク のセンター校である都

立羽村特別支援学校や市内の都立青峰学園との連携をより

一層強化するため、市立小・中学校を巡回する東京都のセ

ンター的機能専門員 のセンター的機能の活用についての

助言等を通じて専門性向上事業の成果の周知・普及を行い

ます。

*10

*11

　また、巡回・訪問相談や特別支援教育に関する研修への

教員の派遣、特別支援学級等への訪問指導などを通じて、

特別支援学校のセンター的機能を活用し、特別支援教育に

係る支援体制をより充実させます。
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

(7) 医療的ケア体制の確立

　青梅市では、市立小・中学校における医療的ケア の安

全かつ適切な実施を目指し、令和４年１０月に「青梅市立

学校医療的ケア実施要綱」を制定し、医療的ケア児への支

援を行っています。

*12

　また、令和６年度から「医療的ケア児等庁内連絡会」が

設置され、日ごろから、関係部署間で情報共有を進め、医

療的ケア児の就学が予定される場合は、事前に必要な支援

と実施可能な対応を整理の上、受け入れ体制を整えること

としています。

　医療的ケアは、種類や頻度が多様であり、画一的な対応

が難しいため、様々な症状の医療的ケア児への対応方法等

や医療的ケア児の校外学習等への参加方法の検討を進めて

います。引き続き、先進事例も参考に専門性のある看護師

等の配置等、実施体制を強化するとともに、必要に応じ教

職員向けの理解研修を実施します。

(6) 明星大学等との連携

　青梅市では、明星大学と連携し、特別支援教育を専攻す

る学生による発達障害のある児童・生徒との交流事業や教

育インターンシップ、巡回・訪問相談事業を展開していま

す。

　今後も、特別支援教育の充実を図るため協力関係を深化

させるとともに、大学生支援員の受け入れなど、多様な連

携事業を推進していきます。

地域連携事業（青梅キャンプ）の様子
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

指針３　特別支援教育に関する教員・支援員等の専門性の

　　　　向上を図り、学校における指導力を高めていきます。

(1) 校内委員会の充実等による校内連携の促進

　青梅市内全小・中学校に設置された校内委員会 は、発

達障害を含む障がいのある児童･生徒への支援体制構築の

中心的役割を担い、特別支援教室の導入に伴い、その重要

性が一層高まっています。委員会にはスクールカウンセラ

ーや特別支援教室巡回心理士等 が参加し、専門的助言を

通じて校内委員会の機能強化を図っています。

*13

*14

　また、校長のリーダーシップのもと校内連携を促進し、

支援を要する児童・生徒の状況や具体的な取り組みを共有

することで、学校全体で包括的な支援体制を整備していき

ます。

(2) 特別支援教育に関する研修の充実

　特別な支援を必要とする児童・生徒数は増加傾向にあ

り、特別支援教育に関する知識と能力を備えた教員の育成

が急務となっています。特別支援教育の充実には、特別支

援学級介護員や学校教育活動支援員の専門性向上に加え、

小・中学校の教員や就学前機関職員の特別支援教育に関す

る理解促進が不可欠です。この取り組みを進めるため、特　　

別支援学校教員、公認心理師、臨床心理士などによる計画

的な研修を実施し、特別支援学校と小･中学校との連携を

強化することで、各学校における理解深化と支援体制の充

実を図ります。
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

(3) 特別支援教育コーディネーターの

　　資質の向上

　校内委員会の運営を担う特別支援教育コーディネーター

には、より高度な専門性が求められます。そのため、経験

年数や役割に応じた定期的な研修を実施し、東京都が実施

する研修への参加も促進します。

*15

　また、研修で得られた知識やノウハウをコーディネータ

ー連絡協議会を活用し、他校のコーディネーターへ共有す

ることで全体の資質向上および専門性向上を目指します。

　なお、特別な支援を必要とする児童・生徒の増加傾向に

伴い、コーディネーターの負担が増加していることも踏ま

え、都の業務補助事業の活用を検討します。
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

指針４　児童・生徒の多様な教育ニーズに対応するため、

　　　　教育環境の整備を進めていきます。

(1) 特別支援学級の増級・新設

　特別支援学級 の増級は、児童・生徒の増加状況と各校

の傾向を考慮しながら、対応を進めてきました。今後も、

対象児童・生徒数を的確に把握し、学校施設の状況を踏ま

えつつ、適切に対応を行っていきます。

*16

　また、特別支援学級の新設に関しては、東京都特別支援

教育推進計画（第二期）第三次実施計画に示された、特別

支援学級在籍者・利用者数の推計値等を参考に、青梅市の

児童・生徒数の推移や学校間の均衡を考慮しながら慎重に

検討を進めます。

　さらに、青梅市立学校施設のあり方審議会における学校

施設再編に関する審議内容を注視し、設置校の配置変更や

通学区域の見直しなども含めた具体的な対応を進めていき

ます。

(2) 特別支援教室の充実

　青梅市では、令和２年度に東小・中学校を除く全ての

小・中学校で特別支援教室 の設置が完了し、在籍校で特

別な指導を受けられる環境を整備しました。これにより、

他校への移動が不要となり、通学の負担や在籍学級での授

業参加が困難になることへの不安が軽減されています。

*17

　今後は、特別支援教室の運営をより適正化するため、入

室・退室判定システムや指導方法の見直しを進めます。特

に入室判定については、従来必須とされていた医師の診察

記録を早期支援の実現のため、原則不要とすることについ

て、学校現場の意見、東京都および他自治体の見解等を参

考に検討していきます。

　また、巡回相談心理士の派遣事業を活用するとともに、

特別支援教室専門員 が各教室での工夫や取り組みを各校

に共有することで、指導や支援の質をさらに向上させるこ

とを目指します。

*18
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

(3) 特別支援学級等の指導内容の充実

　特別支援教育の充実には、教室環境等の施設整備だけで

なく、学級等における指導内容を充実させ、児童・生徒の

多様な教育ニーズに対応することが重要です。そのため、

特別支援学級等の教員の専門性を高めるための研修や実践

的な研究授業等を行います。

　また、特別支援学校との連携により特別支援学校の教員

からの助言等を受け、指導方法等の改善を図ります。

(4) ＩＣＴ利活用の推進

　教科指導の効果を高めたり情報活用能力を育成したり、

さらには学習上、生活上の困難を克服するためには、ＩＣ

Ｔ の積極的な利活用が求められています。*19

　一人一台端末をはじめとしたＩＣＴ機器等を活用した授

業改善の情報を広く共有し、引き続き、学習環境の整備を

推進していきます。
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

指針５　特別支援教育に対する理解を

　　　　すべての市民に広げていきます。

(1) 特別支援教育・インクルーシブ教育への

　　理解・啓発活動の推進

　特別な支援を必要とする児童・生徒の個別ニーズに適し

た学びの場を周知し、障害の有無に関わらず互いに尊重し

合える共生社会 の実現を目指します。そのため、講演会

の実施やリーフレットの作成・配布、ホームページの充

実、学校での情報発信などを通じて、児童・生徒、保護

者、さらには講演会の実施により、市民への理解促進と啓

発活動を推進します。

*20

　また、学校が実施する特別支援に関する研修の支援を行

い、教職員の理解向上に取り組みます。

(2) 副籍制度の推進

　副籍制度は、特別支援学校に在籍する児童・生徒が、地

域の小・中学校に副次的な籍を置き、直接的または間接的

な交流を通じて、地域とのつながりを維持し、より深めて

いくための取り組みです。この制度を特別支援学校に就学

する児童・生徒の保護者に対し、丁寧に説明し相談を受け

ながら周知を図り、保護者の意向を十分に聞き取り、地域

指定校を決定していきます。

　また、交流活動については、特別支援学校と地域指定校

が相互理解を深めることが重要であることから、両校間の

連携を一層推進していきます。
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

【特別支援学校在籍者と副籍制度希望者の推移】

(3) 交流および共同学習の推進

　特別支援学級と通常学級における交流および共同学習

は、全ての特別支援学級設置校で実施されています。この

交流を支援し続けるとともに、副籍制度の活用を進め、地

域の小・中学校と特別支援学校の児童・生徒との交流も促

進し、障害の有無に関わらず、相互理解と思いやりを育

み、互いを尊重し合う共生社会の実現を目指します。

*21
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Ⅲ　青梅市の義務教育段階における特別支援教育推進に向けた具体的施策

(4) 特別支援教育・インクルーシブ教育の推進

　児童・生徒一人ひとりのニーズに合った適切な学びの場

を確保するため、特別支援学級等による特別支援教育を継

続するとともに、先進自治体の視察や事例の研究も行い、

共生社会の形成を目指すインクルーシブ教育を推進しま

す。本計画にもとづき、各学校での特別支援教育体制を強

化するとともに、研修等を通じて教員への理解を深め、情　　

報共有や基礎的環境整備を促進します。

　また、各学校では、校内での相談・支援体制を充実さ

せ、教育委員会と連携し、児童・生徒本人と保護者の意思

を尊重した合理的配慮の実現に努めます。
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計画の推進体制
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　青梅市では、平成１９年度から特別支援教育を推進するための組織として、医師、学識経験者、学校関係者、教育関係者、福祉関係

者、関係機関等で構成する「青梅市特別支援教育推進協議会」を設置しています。

　この協議会では、本計画にもとづき、今後の青梅市の特別支援教育を推進するための協議を行います。

　委員構成および所掌事項は、以下のとおりです。

Ⅳ　計画の推進体制

計画の推進体制
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青梅市特別支援教育推進協議会設置要綱
１　設置

　　青梅市における特別支援教育の円滑な推進を図るため、青梅市特別支援教

　育推進協議会（以下「推進協議会」という。）を設置する。

２　所掌事項

　　推進協議会は、次の各号に掲げる事項について協議検討を行う。

　(1) 青梅市の特別支援教育にかかる基本計画および実施計画に関すること。

　(2) 青梅市の総合的な特別支援教育の体制の整備に関する施策の推進と評価に関する　

　　こと。

　(3) 特別支援教育に対する理解の啓発に関すること。

　(4) その他特別支援教育に関すること。

３　組織

　　推進協議会は、次に掲げる者のうちから青梅市教育委員会教育長（以下「教育長」　

　という。）が委嘱または任命する委員２７人以内をもって組織する。

　(1) 医師

　(2) 学識経験者

　(3) 幼稚園長

　(4) 保育所施設長

　(5) 社会福祉事業団の職員

　(6) 特別支援学校の校長

　(7) 小・中学校特別支援学級設置校の校長

　(8) 小・中学校の校長

　(9) 青梅市教育相談所所長

 (10) 青梅市健康福祉部の職員

 (11) 青梅市こども家庭部の職員

 (12) 青梅市教育委員会事務局の職員

４　任期

    委員の任期は、１年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

　　ただし、再任を妨げない。

５　会長および副会長

　(1) 推進協議会に会長および副会長を置く。

　(2) 会長および副会長は、委員の互選による。

　(3) 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。

　(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

６　会議

　　推進協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

７　部会

　(1) 推進協議会に、所掌事項に関する調査・検討等を行うための部会を置くことが

　　できる。

　(2) 部会の構成および運営に関しては、推進協議会が定める。

８　委員以外の者の出席等

    推進協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席せ、意見

　を求めることができる。

９　報告

　　会長は、教育長に対し、必要に応じて推進協議会の検討経過および結果を報告す

　る。

10　庶務

　　推進協議会の庶務は、青梅市教育委員会特別支援教育担当課において処理する。

11　その他

　　この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が

　別に定める。

12　実施期日

　　この要綱は、平成19年４月１日から実施する。

13　経過措置

　(1) この要綱の一部改正は、平成21年６月１日から実施し、平成21年４月１日

　　から適用する。

　(2) この要綱の一部改正は、平成22年４月１日から実施する。

　(3) この要綱の一部改正は、令和５年４月１日から実施する。

Ⅳ　計画の推進体制
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こどもへのアンケート結果
青梅市の特別支援教育の現状の確認、今後の取り組みのため、一部の特別支援学級児童・生徒にアンケートを実施しました。

１　実施期間：令和７年９月２日～１９日

２　実施方法：記述式

３　対象校および人数：特別支援学級設置小・中学校各１校：９８人

４　回収数（回収率）：７１人（７２．４％）

　アンケートの結果、９割の児童・生徒が学校生活は楽しいと答えていることから、適正な就学先が選択されていると考えられます。

学習意欲も高く、将来の夢を持ちながら学校生活を送っていることから、本市の特別支援教育は概ね順調に進んでいると捉えていま

す。

　アンケート項目、回答は下記のとおりです。

Ⅴ　参考資料
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青梅市特別支援教育実施計画第七次計画の策定経過

Ⅴ　参考資料
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青梅市特別支援学級設置状況一覧
（令和７年５月１日現在） （令和７年５月１日現在）

Ⅴ　参考資料
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小・中学校特別支援学級、特別支援教室の配置図　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅴ　参考資料
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青梅市立の小・中学校と特別支援学級、特別支援教室、周辺の特別支援学校

Ⅴ　参考資料
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Ⅵ 用語解説

用語解説
＊１　特別支援教育（8ページ）

　特別支援教育は、障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的

な取組を支援するという視点に立ち、幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを

把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切

な指導および必要な支援を行うものである。また、知的な遅れのない発達障害も含め

て、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒が在籍する全ての学校において実施さ

れるものである。さらに、特別支援教育は、障がいのある幼児・児童・生徒への教育

にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ、様々な人々が生き生

きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在および将来の

社会にとって重要な意味を持っている。

＊２　インクルーシブ教育（8ページ）

　共生社会の実現に向け、社会全体で互いに共生する意識を高める教育を推進するた

め、障がいのある児童・生徒と障がいのない児童・生徒との交流および共同学習な

ど、障害の有無に関わらず、個々の教育的ニーズに的確に応え、多様な学びの場を備

えた教育の促進に向けた取り組みを行うこと。

＊３　発達障害（9ページ）

　発達障害者支援法の定義では、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障

害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその

症状が通常低年齢において発現するものとなっている。

＊４　就学支援シート（18ページ）

　特別な支援が必要な児童が豊かな学校生活を送ることができるよう、障害の様子や

指導の手立て・手掛かり、就学後も引き継いでほしい支援の内容、保護者の要望等に

ついてまとめ、切れ目ない支援に繋げるため、就学前機関から小学校等に引き継いで

いくもの。

＊５　学校生活支援シート（19ページ）

　本人や保護者の希望を踏まえて、教育・保健・医療・福祉等が連携して幼児・児

童・生徒を支援していく長期計画。本人や保護者に対する支援に関する必要な情報が

記載され、乳幼児期から学校卒業後までの一貫性のある支援を行っていくためのツー

ルである。文部科学省では「個別の教育支援計画」という名称であるが、都では、幼

児・児童・生徒の学校生活を支えることが支援の中核になることから、学校生活支援

シートと呼ぶ。

＊６  連携型個別指導計画（19ページ）

　学校生活支援シートに示された学校での支援を具体化した指導計画。

　児童・生徒一人ひとりの障害の状態等に応じたきめ細かな指導を連携して行うこと

ができるよう、特別支援教室の巡回指導教員と在籍学級担任等が協働で、より具体的

に指導目標や指導内容・方法を設定し作成する。

＊７　特別支援学級介護員（19ページ）

　小・中学校の特別支援学級（固定学級）において、授業時や生活および自立活動の

介助を行う者。

＊８　学校教育活動支援員（19ページ）

　小・中学校の通常学級において、教室で学習ができにくい児童・生徒および発達障

害等により特別な支援を必要とする児童･生徒への教科指導や生活指導等の支援を行

う者。

＊９　就学相談（23ページ）

　特別な支援が必要と思われる幼児・児童・生徒が、その障害の状態や程度に応じた

最も適切な就学先を決定していくために、教育委員会と保護者が行う相談。

※「東京都特別支援教育推進計画（第二期）」等より引用
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Ⅵ 用語解説

用語解説
＊10　エリア・ネットワーク（24ページ）

 各区市町村を基礎的な単位として教育、保健、医療、福祉、労働等の関係機関等が

相互に密接な連携を図り、互いの機能を有効に活用するネットワーク。

＊11　センター的機能専門員（24ページ）

　　区市町村立小・中学校を巡回し、センター的機能の活用についての助言等を通

じ、専門性向上事業の成果の周知・普及を図り、センター的機能の活用を推進するた

め、東京都教育庁に配置されている。

＊12　医療的ケア（25ページ）

　学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生

管理、導尿等の医療行為のこと。

＊13　校内委員会（26ページ）

　校内における特別な支援が必要な児童・生徒の実態把握や支援策の検討・調整等を

行う学校内の組織。

＊14　特別支援教室巡回心理士等（26ページ）

　特別支援教室を巡回し、児童・生徒の障害の状態を把握し、指導上の配慮について

教員に助言を行う「臨床発達心理士」、「特別支援教育士」、「学校心理士」または

「公認心理師」のいずれかの資格を有する者。

＊15　特別支援教育コーディネーター（27ページ）

　学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整および保護者に対する学校

の窓口として、特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う者。

＊16　特別支援学級（28ページ）

　小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級。青梅市では、知的障害固定

学級、自閉症・情緒障害固定学級、言語障害・難聴通級指導学級を設置している。

＊17　特別支援教室（28ページ）

 知的障害がなく発達障害等があり、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部

特別な指導を必要とする児童・生徒を対象とし、教員が巡回指導することによって、

特別な指導を在籍校で受けられるようにするための教室。

＊18　特別支援教室専門員（28ページ）

　特別支援教室の円滑な運営のために配置される者で、校内や巡回指導教員、巡回心

理士との連絡・調整、教材や指導記録の作成等を行う。

＊19　ＩＣＴ（29ページ）

　ＩＣＴとは、「Information and Communication Technology」の略で、通信技術を

活用したコミュニケーションを意味する。

　ＩＣＴには「Communication（通信、伝達）」という言葉が入っており、ＩＴより

もコミュニケーションの重要性が強調されている。単なる情報処理にとどまらず、イ

ンターネットを利用した情報や知識のやり取り、人と人とをつなぐ役割を担ってお

り、それを教育現場で活用するＩＣＴ教育が進められている。 

＊20　共生社会（30ページ）

　障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う我が国が目指

すべき社会のこと。障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる社会のこと。

＊21　交流および共同学習（31ページ）

　障害の有無に関わらず活動を共にする機会。相互の触れ合いを通じて豊かな人間性

をはぐくむことを目的とする交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同

学習の側面があるものと考えられる。
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